【様式１】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年度

新入学児童生徒

保護者のみなさまへ

新入学児童生徒学用品費（入学準備金）の
入学前支給について（お知らせ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　豊後大野市教育委員会

　就学援助制度は、義務教育を受けるお子様をお持ちの方が経済的にお困りの場合、学用品費、給食費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費等の一部を援助する制度です。
豊後大野市では、お子様が令和８年４月に豊後大野市立の小・中学校に入学予定で、下記就学援助の要件に該当する方に、新入学児童生徒学用品費（入学準備金）を入学前（２月下旬予定）に支給します。
１．新入学児童生徒学用品費（入学準備金）の入学前支給を受けることができる方　
お子様が豊後大野市に居住している方で以下のいずれかに該当する方
（1）生活保護を受けていないが、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している方。
（2）病気、災害等により家計の収入が著しく減少し、援助が必要と認められる方

※特別支援学校に入学予定の方は対象外です。
　
２．申請手続き等
　◆申請書類の提出先

　　＜新小学１年生＞次のいずれか

教育委員会学校教育課（豊後大野市役所 2階）、豊後大野市内各支所

4月に入学予定の豊後大野市立小学校

　　

＜新中学１年生＞

現在通われている豊後大野市立小学校

　

◆受付期限　　令和７年1２月１７日（水）まで
◆申請に必要なもの

　令和８年度就学援助費(新入学児童生徒学用品費)受給申請書(兼同意書) 【様式2】
　

※令和７年１月２日以降に豊後大野市へ転入された方は、令和６年中（令和６年１月～令

和６年１２月）の世帯全員分の所得が分かる書類を合わせて提出してください。

（源泉徴収票や確定申告書の写し、令和７年度（令和６年分）所得課税証明書など）
※記入例を参考に、誤りのないように記入してください。
◆審査結果　
2月中旬までに、審査結果を豊後大野市教育委員会より通知します。
  ◆支給額（お子様お一人につき）

　　小学校入学予定のお子様　　　　　　　　　　　　63,100円

　　中学校入学予定（現小学校６年生）のお子様　　　79,500円

　◆支給時期　　令和８年２月下旬予定

　

　◆支給方法　　保護者様の口座に直接振り込みます。

＜問い合わせ先＞　
豊後大野市教育委員会　学校教育課（℡：0974-22-1143）
令和8年3月３１日以前に豊後大野市外に転出される場合は、新入学児童生徒学用品費


（入学準備金）の申請対象にはなりません。





※上記に該当し、新入学児童生徒学用品費（入学準備金）の支給を受けた場合は、支給され


た新入学児童生徒学用品費（入学準備金）を返還していただきますので、該当する可能性


がある場合は、申請を行わないでください。











ご注意ください





新入学児童生徒学用品費（入学準備金）の申請は、通常の就学援助費（学用品費、修学旅行費など)の申請とは異なります。


※新入学児童生徒学用品費（入学準備金）の支給を受けられた方でも通常の就学援助費については支給を受けられない場合がありますのでご了承ください。


通常の就学援助費の支給を希望される場合は、今回の申請とは別に、2月以降に別途申請が必要となります。申請書類については、入学予定の小学校又は現在通われている小学校を通じて配布いたします。









